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公共工事を取り巻く現状

(1) 談合問題と一般競争入札
コスト縮減対策としての一般競争が談合対策に

(2) いわゆるダンピング問題
総事業量の減少の追い打ちによる競争激化

(3) 発注者の体制と技術力低下
増加する設計・工事ミス、事故の発生

受注者側の技術力低下も懸念

建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会
（H18.5-）
技術力はどこに行ったのか？

(4) 「公共工事の品質確保の促進に関する法律 (品確法)」
の施行
低入札の壁

発注者支援



(1) 談合問題と一般競争入札

① 指名競争 → 一般競争入札の転換 等

②「独占禁止法」の改正（H18年1月施行）

○「透明性ある入札・契約制度に向けて－改革姿勢と提言－」
土工協（2006年4月27日）
○建設業界の過剰供給構造による競争の激化



（２）いわゆるダンピング問題
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落札率が低くなるほど、工事成績７０点以下や下請企業が赤字の割合が増加

14年3月1日～16年3月31日に施工した国交省直轄土木工事（港湾・空港工事を除く）のうち一般土木 （547件）

落札率と主なコストを圧縮できた理由
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　or

・下請企業が赤字

※平成16年度工事コスト調査の結果より

※平均点：73点

・工事成績７０点以下
or
・下請企業が赤字

※工事成績評定点：73.6点
平成15年度に完成した国土交通
省直轄土木工事（港湾・空港工事
を除く）のうち一般土木対象

※工事コスト調査：
低入札価格調査制度の対象となる
工事について、工事に必要となっ
た費用の内訳などの調査

品質低下の懸念（工事）



落札率別の成績評定点の件数割合

12.2% 10 .2% 8 .3% 6 .9% 4 .4%

34 .2%
28 .4% 30 .8%

22 .6%
19 .6%

53 .7%
61 .5% 60 .9%

70 .6% 76 .0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60％未満 60～70％ 70～80％ 80～90％ 90～100％

落札率

65点未満 65～70点 70点以上

984件 1,175件 2,598件 13,547件

※H14～H17年度発注業務

1,776件

品質低下の懸念（コンサル業務）



設計ミスの発生状況（コンサル業務）
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A_設計計算と設計図面の不整合 B_決定根拠が不明 C_計算過程の間違い

D_構造及び安定計算書無し E_応力解析手法のやり直し F_他の設計資料との不整合

G_設計基準に不適合 H_許容値をオーバー I_軽微なミス



（３）発注者の体制と技術力
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物価変動考慮した事業費

職員数（地方整備局）

（百万円） （人）

事業量が最近まで増加の一途を辿ってきた一方で、現場を担う地方整備局の職員数は減少

注１）治水及び道路特別会計は「公共事業と予算」による。
注２）物価変動は建設工事デフレーター（治水総合及び道路総
合）による。なお、H17年度はH17年4月からH18年1月まで。
注３）職員数は８地方整備局における全定員数。



談合、設計・施工ミスによる国民の信頼喪失
技術力はどこに行ったのか？品質は？

技術基準、マニュアル、標準化の光と影
直営から民間企業への技術移転、事務の効率化の要請

マニュアル技術者の増加、設計・施工ミス増加の一因

指名競争システムは品質確保のシステムでもあった
誰がやっても一定の品質、技術の進歩には障害

指名インセンティブの消失、公共事業費減少、受注競争の激化

次の仕組みの模索
性悪説を前提としたシステムへの移行は可能か？

国民の指示を得られる指名に代わるシステムはあるか？

発注者、コンサルタント、施工会社の関係は今のままでよいか？

建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会（H18.5-）



技術力はどこに行ったのか？品質確保はどうするのか？

技術基準策定による民間移転

技術職員の対人業務シフト

標準化、マニュアル化による民間シフト進展

技術力の専門会社移転

習熟、誠実、安定経営

登録、指名

直営時代

現在
発注者（対人ソフト業務）

発注者
（対物ハード業務）

民間元請け会社

専門会社
構造コンサル

マニュアル技術者の増加≒技術力の低下

業務量の急激な増加
効率化の要請

誰がやっても成果
は同じという前提
→価格競争

事業量減少による技術者の急減新規採用抑制・定員削減

品質確保のシス
テムとして機能

合意形成

計画

アカウンタビリ
ティ マネジメント

設計・施工技術

監督・検査

事業評価



(4) 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
（品確法）（H17年４月）

品確法のポイント

①公共工事の品質確保に関する理念、発注者の責務の明確化
②価格競争から価格と品質の総合的に優れた調達へ
③技術力を重視した適切な発注手続
④発注者の支援

・公共工事の品質確保の重要性に関する再認識

・計画・調査・設計・施工・維持管理の全体を通した新たな品質

確保システム（品質確保に向かうインセンティブ） の構築

という期待



総合評価方式の実施状況
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①総合評価方式の適用状況



総合評価方式をどのように活用するか

品質確保にかかわる技術力（アイデア）を競うことに
よる品質向上へのインセンティブ
品質＝耐久性という商品価値の向上、国際的競争力

一般化した新技術→標準仕様へ

工事成績のプロセス評価→次回総合評価に反映

技術提案を評価する技術者がいないと言うが…
相手（もちろん自分も）のレベルに合わせた提案を

自らのプレゼンテーション力の無さを棚に上げない

コンサルタント発注に総合評価方式は適用可能
か？
検討中、コンサルタントの位置づけ自体が課題では？



「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」

H18年9月よりガイドラインの見直し検討中

見直しの観点

①技術力をより適切な評価

・技術力に係わる評価項目・評価方法・配点

・加算点の設定

・技術提案、簡易な施工計画の課題設定・評価方法

②ダンピング対策 等

総合評価方式の見直しの観点



現在の主要な検討・取り組み状況

① 総合評価方式の見直し検討
公共工事における総合評価方式活用検討委員会

さらに簡易な方式の模索

事例、ノウハウのフィードバック

低入札対策？

② 調査・設計等業務の品質確保方策
設計コンサルタント業務等成果向上に関する懇談会

③ 公共工事の監督・検査の充実
設計・施工プロセス専門部会（発注者責任懇談会）

プロセス重視の監督・検査、成績評定

このほか、企業評価、品質確保専門部会が活動中



従来（指名競争入札）の品質確保の仕組み



新たな品質確保の仕組みの仕組みの構築



公共工事の監督・検査の充実

○受発注者間の信頼関係を前提とした限定的な監督・検査から
の転換

→ 品質（＝耐久性）を左右する施工プロセスを重視した検査

① 従来の監督と検査の役割分担の見直し

② 中間検査に加え、抜き打ち的な施工プロセス検査の実施

③ 施工プロセス検査制度の円滑な導入のための体制強化

→ プロセス評価を工事成績に反映

→ 下請企業を含めた工事評価制度

○下請けの表彰制度、工事評定の導入
設計・施工プロセス専門部会で検討



調査・設計業務等における品質確保の方向

① 設計業務における施工会社と設計コンサルタントの
役割の見直し

② 設計成果の照査制度の見直し

第3者による設計照査の導入 等

③ 業務における総合評価方式の導入

※一部試行的に実施：「鵜住居第一高架橋詳細設計業務」



なんとなくこのように描いてしまうが、これは直営時代の名残り

価格競争＝同じ成果を前提
良い設計のインセンティブ？調査・予備設計

詳細設計
（設計照査）

工事
（施工管理）

技術協力？
施工を反映した設計
が必要

委託

引渡し

受注・請負

納品

瑕疵担保

発注者

コンサル１

コンサル２

施工会社
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検査

検査

検査
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発注

発注



発注者支援型コンサルタント（こんな図で考えてみたら？）
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・調査・基本設計と発注者支援を分ける方式も
・設計コンセプトを重視するならば一貫方式

監督

施工管理支援

検査

発注

セカンドオピニオン

設計・施工境界の変更 景
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第三者の役割如何？


